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滋賀県産業廃棄物税について
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前回の審議会でお示しいただいた論点 滋賀県

項目 論点 説明資料 対応ページ

（１） 評価について

○近隣自治体における排出量の状況はどうか。

資料３-２

P6-8

○課税による排出抑制効果が本当に十分に機能しているのか。（排出抑制効果の他自治体との比較） P10

○申告納付方式（排出段階課税）と特別徴収方式（最終処分段階課税）による政策効果の比較 P12

○課税による排出抑制効果と使途事業による廃棄物対策の効果の比較。仮に課税による効果の方が機能しているのであれば、将来的に一般
財源化していくということも検討してもよいのでは。

P14

（２） 使途について

○基金残高はどれくらいか。向こう1 年間の事業を継続するくらいは十分にあるのか。 P16

○建設業と水道業の総排出量が増えているが、使途がそこを向いていないのでは。使途事業の整理が必要。 P19

○産業廃棄物税を活用した、サーキュラーエコノミーの観点を踏まえた事業の実施。 P21

（３） 課税方式について

○申告納付方式を採用しているが、正確かつ適正に申告がされているのか。また、それをどうやって検査するのか。

第17回で審議予定

○課税方式については、他自治体の現状や運用状況も含めた比較が必要。

○免税点500tという水準を評価するためには、各事業者における排出量の状況の把握が必要。

○再生施設への搬入を課税免除としていることの是非。たとえ再生されるとしても、低率で一定課税するなど、応分の負担をしてもらうこと
を検討する価値があるのでは。

（４） 税率について

○実質的な負担を比較する上では、廃棄物の処分料金について、近隣自治体との比較が必要。

○1,000円/ｔに慣れてしまい、排出抑制効果が薄れているのでは。そうであれば、税率を近隣府県と同時に引き上げることはできないのか。
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本日ご審議いただきたい項目 滋賀県

（１）評価について（総排出量抑制の効果等）

（２）使途事業について

（３）課税方式について（申告納付方式、免税点の妥当性）

（４）税率について（税率の妥当性）

（５）その他

⇒今回は、（１）および（２）について、ご審議いただきたい。
（（３）および（４）については、次回以降にご審議いただくこととしたい。）



４

説明のアウトライン 滋賀県

①近隣府県の排出量について

②排出抑制効果について

③税制度によるその他の政策効果について

④使途について
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前回の審議会でお示しいただいた論点 滋賀県
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①近隣府県の排出量について 滋賀県
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①近隣府県の排出量について 滋賀県
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①近隣府県の排出量について 滋賀県
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前回の審議会でお示しいただいた論点 滋賀県

項目 論点 説明資料 対応ページ

（１） 評価について

○近隣自治体における排出量の状況はどうか。

資料３-２

P6-8

○課税による排出抑制効果が本当に十分に機能しているのか。（排出抑制効果の他自治体との比較） P10

○申告納付方式（排出段階課税）と特別徴収方式（最終処分段階課税）による政策効果の比較 P12

○課税による排出抑制効果と使途事業による廃棄物対策の効果の比較。仮に課税による効果の方が機能しているのであれば、将来的に一般
財源化していくということも検討してもよいのでは。

P14

（２） 使途について

○基金残高はどれくらいか。向こう1 年間の事業を継続するくらいは十分にあるのか。 P16

○建設業と水道業の総排出量が増えているが、使途がそこを向いていないのでは。使途事業の整理が必要。 P19

○産業廃棄物税を活用した、サーキュラーエコノミーの観点を踏まえた事業の実施。 P21

（３） 課税方式について

○申告納付方式を採用しているが、正確かつ適正に申告がされているのか。また、それをどうやって検査するのか。

第17回で審議予定

○課税方式については、他自治体の現状や運用状況も含めた比較が必要。

○免税点500tという水準を評価するためには、各事業者における排出量の状況の把握が必要。

○再生施設への搬入を課税免除としていることの是非。たとえ再生されるとしても、低率で一定課税するなど、応分の負担をしてもらうこと
を検討する価値があるのでは。

（４） 税率について

○実質的な負担を比較する上では、廃棄物の処分料金について、近隣自治体との比較が必要。

○1,000円/ｔに慣れてしまい、排出抑制効果が薄れているのでは。そうであれば、税率を近隣府県と同時に引き上げることはできないのか。
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②排出抑制効果について 滋賀県

○全国・未導入県との比較について
・滋賀県の県内総生産額1億円あたりの排出量は、全国や未導入県と比較して少ない。
・平成16年度比の値は、全国や未導入県よりも低く、順調に削減が進んでいる。
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前回の審議会でお示しいただいた論点 滋賀県

項目 論点 説明資料 対応ページ

（１） 評価について

○近隣自治体における排出量の状況はどうか。

資料３-２

P6-8

○課税による排出抑制効果が本当に十分に機能しているのか。（排出抑制効果の他自治体との比較） P10
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財源化していくということも検討してもよいのでは。
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○基金残高はどれくらいか。向こう1 年間の事業を継続するくらいは十分にあるのか。 P16

○建設業と水道業の総排出量が増えているが、使途がそこを向いていないのでは。使途事業の整理が必要。 P19

○産業廃棄物税を活用した、サーキュラーエコノミーの観点を踏まえた事業の実施。 P21

（３） 課税方式について

○申告納付方式を採用しているが、正確かつ適正に申告がされているのか。また、それをどうやって検査するのか。

第17回で審議予定

○課税方式については、他自治体の現状や運用状況も含めた比較が必要。

○免税点500tという水準を評価するためには、各事業者における排出量の状況の把握が必要。

○再生施設への搬入を課税免除としていることの是非。たとえ再生されるとしても、低率で一定課税するなど、応分の負担をしてもらうこと
を検討する価値があるのでは。
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○実質的な負担を比較する上では、廃棄物の処分料金について、近隣自治体との比較が必要。

○1,000円/ｔに慣れてしまい、排出抑制効果が薄れているのでは。そうであれば、税率を近隣府県と同時に引き上げることはできないのか。
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②排出抑制効果について 滋賀県

○申告納付方式採用県（三重・滋賀）と特別徴収方式採用県の比較について
・申告納付方式採用県の方が、県内総生産額1億円あたりの排出量は少ない。
・両方式の県内総生産額1億円あたりの排出量の平成１６年度比はほぼ同様の数値であり、
ともに削減は進んできている。
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前回の審議会でお示しいただいた論点 滋賀県

項目 論点 説明資料 対応ページ

（１） 評価について

○近隣自治体における排出量の状況はどうか。

資料３-２

P6-8

○課税による排出抑制効果が本当に十分に機能しているのか。（排出抑制効果の他自治体との比較） P10

○申告納付方式（排出段階課税）と特別徴収方式（最終処分段階課税）による政策効果の比較 P12

○課税による排出抑制効果と使途事業による廃棄物対策の効果の比較。仮に課税による効果の方が機能しているのであれば、将来的に一般
財源化していくということも検討してもよいのでは。

P14

（２） 使途について

○基金残高はどれくらいか。向こう1 年間の事業を継続するくらいは十分にあるのか。 P16

○建設業と水道業の総排出量が増えているが、使途がそこを向いていないのでは。使途事業の整理が必要。 P19

○産業廃棄物税を活用した、サーキュラーエコノミーの観点を踏まえた事業の実施。 P21

（３） 課税方式について

○申告納付方式を採用しているが、正確かつ適正に申告がされているのか。また、それをどうやって検査するのか。

第17回で審議予定

○課税方式については、他自治体の現状や運用状況も含めた比較が必要。

○免税点500tという水準を評価するためには、各事業者における排出量の状況の把握が必要。

○再生施設への搬入を課税免除としていることの是非。たとえ再生されるとしても、低率で一定課税するなど、応分の負担をしてもらうこと
を検討する価値があるのでは。

（４） 税率について

○実質的な負担を比較する上では、廃棄物の処分料金について、近隣自治体との比較が必要。

○1,000円/ｔに慣れてしまい、排出抑制効果が薄れているのでは。そうであれば、税率を近隣府県と同時に引き上げることはできないのか。
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③税制度によるその他の政策効果について 滋賀県

○課税による排出抑制効果と使途事業による廃棄物対策の効果について

・使途事業による効果と、課税による効果とでは、性質が異なると考えられる。
・課税による効果としては、排出量を抑制していると考えられるが、使途事業としては、産業廃棄物の排出の
抑制だけでなく、リサイクル支援による再生利用の促進や不法投棄対策、長期的に削減に繋がる技術開発の
支援等を行っており、再生利用率の向上や産業廃棄物の適正な管理に役立っているものと考えられる。

・以上により、課税と使途事業の両方が機能することで、産業廃棄物の発生抑制、再生利用その他適正な処
理に向けた取組が可能となっている。

工業技術総合センター（信楽窯業技術試験場）
で開発された窯業系汚泥を用いた土止めブロック

不法投棄等の新規発生件数等

新
規
発
生
件
数
（件
）

年
度
内
解
決
率
（％
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④使途について 滋賀県

○基金の状況について
・基金残高については、令和４年度期首で、7,100万円程度、令和５年度期首では、9,400万円程度を見込んでおり、例年の使途事業
執行額と比較して２、３年分の残高があるため、引き続き安定して事業を維持していくことが可能。
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参考）総排出量の推移について：第15回滋賀県税制審議会 資料５－１ P１ 図１ 滋賀県

万t 業種別総排出量の推移
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④使途について 滋賀県

【建設業について】
・産業廃棄物減量化支援事業費補助金において、建設系廃棄物の削減・再資源化に向けた研究開発や施設整備への
補助を行っている。
・リサイクル認定制度において、土木資材をリサイクルした製品の認定を行っている。また、県の公共工事で認定製品
を率先して使用することとしている。

【水道業について】
・現在、産廃税の使途として水道業に関する取組を実施していない。
・排出量のうち９割以上は下水汚泥が占めており、下水道の整備が進み、接続人口が増加したことに伴い、排出量が
増加したと考えられる。
・下水汚泥の排出量は脱水前の量であり、脱水後は約10分の１の量となる。

➡ 引き続き排出量の多い業種を意識した取組を進める。

リサイクル認定製品の一例減量化支援事業での支援例

建設現場で発生する廃木材等を使用した遊歩道舗装材
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④使途について 滋賀県

○今後の使途事業の方向性について

・使途事業の方向性については、本県においてもサーキュラーエコノミー（循環経済）の実現を意識し、廃棄物処理業（静脈
産業）側だけでなく、製造者側（動脈産業）との連携した取組を進めていきたい。

令和５年度 滋賀県予算公表資料
・今年度においても、製造者側にも廃棄された後の処理につ
いて意識してもらえるように、県内の製造業者等の中小企業
に向けたプラスチックに関するセミナーにおいて、滋賀県のプ
ラスチックごみの排出実態や、補助事業の紹介を行う等、静脈
産業と動脈産業とが繋がるように意識し、取組を進めてきて
いる。

・来年度予算においても、サーキュラーエコノミー（循環経済）
の推進に関する事業を実施する予定であり、例えば産業廃棄
物税を活用している減量化支援事業を改訂し、より地域内経
済循環やCO2ネットゼロ社会（脱炭素社会）等に寄与する取組
を積極的に支援できるようにリニューアルする予定である。


